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(コーポレートガバナンス原則 別紙１) 

 

社外取締役・監査役の独立性の判断基準 

 

当社は、社外取締役・監査役候補者が、当社において合理的かつ可能な範囲で調

査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、「独立性」を

有しているものとする。 

 

１． 当社および当社子会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務   執

行者（注１） 

 

２． 当社の親会社、兄弟会社の業務執行者 

 

３． 当社の主要株主（総議決権の 10%以上を直接または間接に保有する者）  ま

たはその業務執行者 

 

４． 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者 

（１）当社もしくは当社の重要子会社（注２）の主要な仕入れ先（注３）またはその業

務執行者 

（２）当社もしくは当社の重要子会社の主要な販売先（注４）またはその業務執行者 

（３）当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（注５）またはその業務執

行者 

 

５． 当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者 

 

６． 当社グループの業務執行者が社外取締役または社外監査役である会社の 業

務執行者 

 

７． 当社グループから役員報酬以外に直近 3 事業年度の平均で 1000 万円以上の

金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家そ

の他の個人（注６） 

 

８． 当社グループから直近 3 事業年度の平均で 1000 万円以上の寄付を受けて い

る者または法人、組合その他の団体の理事その他の業務執行者 

 

９． 次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族 
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（１）上記１から 8 までに掲げる者 

 

但し、上記 1 または 2 については、過去１０年間に該当していた者とし 

 上記 3 から 8 までについては、過去３年間に該当していた者とする 

 

付則；本基準は、２０２２年４月１日以降、新たに任命される者より効力を有するも

のとする。 

 

（注） 

１．業務執行者とは、法人、組合その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を

執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいう。 

 

２．当社の重要子会社とは、大陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon 

Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。 

 

３．主要な仕入れ先とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以

上の支払いを当社または当社重要子会社から受けた者をいう。 

 

４．主要な販売先とは、当社または当社の重要子会社が直近事業年度においてその 

連結売上高の２％以上の商品またはサービスを販売した者をいう。 

 

５．主要な金融機関とは、当社グループの当該金融機関からの借入金残高が直近事

業年度末において当社の連結総資産の２％を超える者をいう。 

 

６．当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に

所属している者を含む。 


